
資料 2 一 2 ） 医 療計お …回 １ ー サ る 記 …。 載 車 項 1 っ し Ⅰ て （ 案 

「．現状の記載事項 
現在の医療計画において、 必ず記載しなければならない 項目として医療法第 30 条の 3 第 2 項に規定している 事項は以下のとおり。 

事 I 頁 記載内容 ( 医療計画作成指針よ り 抜粋 )   (2) 三次医療圏の 区域 

0 基準病床数に 関する事項 ( 螺麟 30% 甥 2%3 号 ) (1 ) 療養病床及び 一般病床 
(2) 精神病床 
(3) 結核病床 
(4) 感染症病床   都道府県が必要とする 疾病対策別の 医療機能に関する 調査結果に基づく 整備目標   

互の機能の分担及び 業務の連係に 関する事項 ( 蠕 
法 第 30 条の 3 第 2 項第 5 号 ) 

0 休日診療、 夜間診療等の 救急医療の確保に 関する (1) 救急医療体制 
事項 ( 輔湖 30% 磯 2%6% 初期救急医療機関 ( 在宅当番医、 休日・夜間急患センタ 一 ) 、 第二次救急医療機 

関 ( 精神科救急を 含む 2 4 時間体制の救急病院、 病院 群 輪番制病院政 ぴ 有末診療所 ) 、 
第三次救急医療機関 ( 救命救急センタ 一 ) 、 救急医療情報センタ 一の整備 

(2) 小児救急医療体制 
0  通常の救急医療体制に 加えて、 特に休日・夜間などにおける 小児救急医療にっ 

い て、 地域の実情を 踏まえた体系的な 初期、 二次、 三次の救急医療体制の 整備 
② 子どもを持っ 親をはじめとする 地域住民や関係者に 対して、 小児救急医療体制 

に関する情報を 提供するための 方策 
(3) 病院双救護体制   

方策 
(4) 大規模災害等、 健康危機管理事案等発生時の 医療提供体制の 確保 

2  訓練計画や計画の 管理体制の構築 8  大規模災害時における 医療提供体制の 確保 
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事 項 記載内容 ( 医療計画作成指針より 抜粋 )   
0 医師及び歯科医師並びに 薬剤師、 看護 師 その他の ( 「 ) 医療従事者の 確保方策と必要に 応じ確保の目標の 設定 

医療従事者の 確保に関する 事項推恩 靭 0% 磯 2%8  (2) 医療従事者の 資質向上のための 方策 
ノ ⅠⅠ Ⅰ ロ l 

0 その他医療を 提供する体制の 確保に関し必要な 事 ( Ⅰ ) 保健・医療，福祉の 連係 
項確盤簗 0 条の磯 2%9 つ (2) 医療情報システムの 整備等 

2. 記載事項として 追加すべき項目 ( 案 ) 
記載事項については 医療計画の目的を 達成するための 具体的な数値目標として 位置づけ、 医療提供体制の 整備に係る進捗状況の 把握とその 達 

成 度の評価を実施できるよう、 あ らかじめ数値化できる 適切な指標を 選択し、 導入しておく 必要があ る。 
平成 1 8 年の医療制度改革に 向 け ・例えば以下の 事項について、 評価可能な形で 医療計画に記載すべきものとして 法令上明確に 位置づけるこ 

とを検討すべきであ る。 

事 項 記 載 事 項 と す る 理 由 

0 医療安全対策の 推進     
      ，医療安全支援センターが 行 う 活動 身近な地域において 医療に関する 患者の苦情や 相談等に迅速に 対応する相談体制を 整 
  
  
    
  ンターを設置することとされており、 医療政策上、 医療安全対策が 重要な課題となって 
  
  いることを踏まえ、 医療安全支援センターが 行 う 活動について 医療計画に位置づける 必 

要 があ るのではないか。   
      ・医療機関における 医療機器の保守管理 医療機関で使用される 医療機器の保守管理については、 医療機関が自らあ るいは委託 
  
    
  あ るのではないか。 
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事 下垂 ミ 記 載 事 項 と す る 理 由 
  

0 医師等の医療従事者の 確保等に関する 数値目標 へき地を含む 地域における 医療提供体制の 確保は、 医療政策における 重要課題となっ 
ている。 特に、 医師の地域偏在は 依然として大きな 問題であ ることから、 厚生労働省、 
総務省及び文部科学 省 で構成された「地域医療に 関する関係省庁連絡会議」により、 「 へ 
き 地を含む地域における 医師の確保等の 推進について」が 取りまとめられ、 医師等の医 
療 従事者の確保のため、 地域における 医療対策協議会の 開催が推奨されているところで 
あ る。 一方で、 医師等の医療従事者の 確保については、 既に医療法に 基づき、 医療計画 
に 記載することとされているが、 今後は、 臨床研修病院の 指定状況やプロバラムの 内容、 
医療対策協議会の 開催等を含め、 医師の確保に 関するより具体的な 数値目標について 医 
療 計画に記載する 必要があ るのではないか。 

また、 歯科医師、 薬剤師、 看護 師 その他の医療従事者の 確保についても、 都道府県に 
おいてそれぞれどの 程度の人数が 求められているのか、 より具体的な 数値目標について 
医療計画に記載する 必要があ るのではないか。 
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事 Ⅰ 頁 言 E  我 事 項 と す る 理 由 

0 母子医療     

      ，小児救急医療を 含む小児医療の 推進   
24 時間体制の小児救急医療等、 高度な医療の 集約化と、 診療所を中心とした 初潮救急、   

  
  
    

はじめとした 総合的な対策が 必要とされることから、 これを医療計画に 位置づけ、 国に 
おいても都道府県による 計画的な整備を 促す必要があ るのではないか。   

      。 周産期医療の 推進 妊産婦死亡、 周産期死亡等の 改善により安心して 出産できる体制を 整備するため、 少 
子 他社会大綱に 基づく重点施策の 具体的実施計画 ( 子ども・子育て 応援プラン ) ( 平成 
1 6 年 i 2 月 2 4 日少子化社会対策会議決定 ) により、 各都道府県において 総合周産期 

  母子医療センターを 中核とした周産期医療体制の 構築を図るため、 産科医師不足の 是正 
を 踏まえ、 周産期医療ネットワーク ( システム ) の計画的整備と 総合周産期母子医療 セ 
ンター及び地域周産期母子医療センターを 医療計画に位置づける 必要があ るのではない 

  か 。 

0 地域がん診療拠点病院の 位置づけ わが国において、 が わ による死亡は 1 9 8 Ⅰ年以降死亡の 第 上位を占め、 がん患者数 
( その他主要な 疾病ごとの診療ネットワークの 明 は毎年増加傾向を 示している。 このような状況から 質の高いがん 医療の全国的な 均 てん 
一 Ⅰ く Ⅰ 化を図るため、 地域がん診療拠点病院を 二次医療 圏に 1 か 所程度整備することとされ、 

か つ 、 その提供するがん 医療の質について 均 てん化する必要があ る。 このため、 今後も 
地域がん診療拠点病院の 設置と質の高いがん 医療を推進するため 医療計画に位置づける 
必要があ るのではないか。 その他、 糖尿病、 急性心筋梗塞、 脳卒中などの 主要な疾病 ご 
との診療ネットワークの 整備について、 医療計画に位置づける 必要があ るのではないか。 

0 重症難病患者に 係る入院施設の 確保対策の推進 ALS ( 筋 萎縮性 測 索硬化症 ) 等における人工呼吸器装着患者のように 看護や介護に 
多大の労力を 要する患者が 存在すること 等の状況から、 病状の悪化等により 居宅での 療 
養 が極めて困難となった 重症難病患者に 対し、 適時に適切な 入院施設を確保等できるよ 
，ワ 地域の医療機関の 連携による難病医療提供体制の 整備を医療計画に 位置づける必要 
があ るのではないか。 

Ox ィズ 治療拠点病院の 整備推進 エイズ診療については、 住民に身近な 医療機関において 一般的な診療を 行い、 地域の 
拠点病院において 重症患者に対する 総合的、 専門的医療を 提供する， 等 、 その機能に応じ 
て 診療することが 必要であ ることから、 これらエイズ 治療拠点病院の 整備について 医療 
計画に位置づける 必要があ るのではないか。 
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事 項 記 載 事 項 と す る 理 由 
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0 認定された医療法人が 提供する公益性の 高い医療 住民にとって 望ましい医療であ って採算性からみると 提供に困難がみられるもの ( 救 
の 明確化 急 医療、 へき地医療、 小児医療、 治験の実施にみられる 高度な医療など ) については、 

これまで公立病院をはじめとした 全日 り 病院が主に担っていたが、 今後は医療法人が 主体 
であ る民間医療機関において 中心的に提供されることが 期待され、 都道府県はこのよ う 

な 民間医療機関に 対し公的な支援を 行 う ことが求められる。 このため、 都道府県におい 
て 認定した医療法人が 提供する公益性の 高い医療については 医療計画において 明確に位 
置 づけることとし、 これにより認定された 医療法人の公益性を 高め、 そういう医療法人 
を 住民が支えることができるとうにする 必要があ るのではないか。 

Ⅹ 「 /1 、 児 救急医療」、 「病院双 4 ヂ イカルコントロール 体制」及び「在宅医療の 推進」については ，医療計画作成指針により 記載事項として 
例示している。 
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